
○

猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲
渡

譲
受
け

輸
入
及
び
消
費
に
関
す
る
内
閣
府
令（

昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号）

【

第
三
条
関
係】

、

、

（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分）

改

正

案

現

行

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

※
許
可
番
号

猟
銃
用
火
薬
類
等
譲
渡
許
可
申
請
書

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色
猟
用
火

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

譲
渡

目
的

年
月

日
か
ら

譲
渡
期
日
（
期
間
）

年
月

日
年

月
日
ま
で

譲
渡
火
薬
類
の
所
在

場
所

譲
住

所
職

業
渡

氏
名

の
譲
受
許
可
の
有

無
相

銃
の
種
類
適
合
種

類
適
合
実
包

実
包
（
空
包
）

（
空
包
）

手
銃
の
所
持
許
可
証
（
登
録

方
証
）
番
号

備
考

１
申
請
人
は
、
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
欄
及
び
空
包
欄
に
は
、
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
猟
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は

そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ
ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

４
譲
渡
期
間
は
、
１
年
を
こ
え
な
い
こ
と
。

５
譲
渡
の
相
手
方
が
火
薬
類
の
販
売
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
屋
号
又
は
商
号

も
記
載
す
る
こ
と
。

６
譲
受
許
可
の
有
無
欄
に
は
、
許
可
を
受
け
て
い
る
と
き
は
許
可
証
の
番
号
、
許

可
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

※
許
可
番
号

猟
銃
用
火
薬
類
等
譲
渡
許
可
申
請
書

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色
猟
用
火

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

譲
渡

目
的

年
月

日
か
ら

譲
渡
期
日
（
期
間
）

年
月

日
年

月
日
ま
で

譲
渡
火
薬
類
の
所
在

場
所

譲
住

所
職

業
渡

氏
名

の
譲
受
許
可
の
有

無
相

銃
の
種
類
適
合
種

類
適
合
実
包

実
包
（
空
包
）

（
空
包
）

手
銃
の
所
持
許
可
証
（
登
録

方
証
）
番
号

備
考

１
申
請
人
は
、
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
、
空
包
欄
に
は
、
散
弾
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ
ル

銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
譲
渡
期
間
は
、
１
年
を
こ
え
な
い
こ
と
。

５
譲
渡
の
相
手
方
が
火
薬
類
の
販
売
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
屋
号
又
は
商
号

も
記
載
す
る
こ
と
。

６
譲
受
許
可
の
有
無
欄
に
は
、
許
可
を
受
け
て
い
る
と
き
は
許
可
証
の
番
号
、
許

可
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。

７
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。



別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

※
許
可
番
号

猟
銃
用
火
薬
類
等
譲
受
許
可
申
請
書

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬

猟
用
火
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

銃
の
種
類
及
び
適
合
実
種

類
適
合
実
包
（
空
包
）

包
（
空
包
）

銃
の
所
持
許
可

証技
能
検
定
通
知

書教
習
資
格
認
定

番
号

証練
習
資
格
認
定

証銃
の
登
録
証

譲
受

目
的

譲
受

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

貯
蔵
又
は
保
管
す
る
場

所

年
月

日
か
ら

消
費
期
日
（
期
間
）

年
月

日
年

月
日
ま
で

消
費

地

備
考

１
申
請
人
は
、
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
欄
及
び
空
包
欄
に
は
、
散
弾
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
番
径
、
ラ
イ

フ
ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
譲
受
期
間
は
、
１
年
を
超
え
な
い
こ
と
。

５
消
費
地
欄
は
、
狩
猟
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
名
、
射
的
練
習
に
あ
つ
て
は
指
定

射
撃
場
の
所
在
地
及
び
そ
の
名
称
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
消
費
地
を
で
き

る
だ
け
く
わ
し
く
記
載
す
る
こ
と
。

６
こ
の
申
請
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
銃
の
所
持
許
可
証
、
技
能
検
定
通
知
書
、

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

※
許
可
番
号

猟
銃
用
火
薬
類
等
譲
受
許
可
申
請
書

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬

猟
用
火
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

銃
の
種
類
及
び
適
合
実
種

類
適
合
実
包
（
空
包
）

包
（
空
包
）

銃
の
所
持
許
可

証技
能
検
定
通
知

書教
習
資
格
認
定

番
号

証練
習
資
格
認
定

証銃
の
登
録
証

譲
受

目
的

譲
受

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

貯
蔵
又
は
保
管
す
る
場

所

年
月

日
か
ら

消
費
期
日
（
期
間
）

年
月

日
年

月
日
ま
で

消
費

地

備
考

１
申
請
人
は
、
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
欄
及
び
空
包
欄
に
は
、
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
猟
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は

そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ
ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

４
譲
受
期
間
は
、
１
年
を
超
え
な
い
こ
と
。

５
消
費
地
欄
は
、
狩
猟
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
名
、
射
的
練
習
に
あ
つ
て
は
指
定

射
撃
場
の
所
在
地
及
び
そ
の
名
称
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
消
費
地
を
で
き

る
だ
け
詳
し
く
記
載
す
る
こ
と
。



教
習
資
格
認
定
証
、
練
習
資
格
認
定
証
又
は
銃
の
登
録
証
を
提
示
す
る
こ
と
。
ま

た
、
譲
受
目
的
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ

る
銃
猟
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
の
第
一
種
銃
猟
狩
猟
者
登
録
証
又
は
許
可
証
（
許

可
を
受
け
た
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
従
事
者
証
）
を
併
せ
て
提
示
す
る

こ
と
。

７
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

６
こ
の
申
請
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
銃
の
所
持
許
可
証
、
技
能
検
定
通
知
書
、

教
習
資
格
認
定
証
、
練
習
資
格
認
定
証
又
は
銃
の
登
録
証
を
提
示
す
る
こ
と
。
ま

た
、
譲
受
目
的
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ

る
銃
猟
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
の
第
一
種
銃
猟
狩
猟
者
登
録
証
又
は
許
可
証
（
許

可
を
受
け
た
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
従
事
者
証
）
を
併
せ
て
提
示
す
る

こ
と
。

７
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。



別
記
様
式
第
７
号
（
第
９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
７
号
（
第
９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
７
号
（
第
９
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

※
許
可
番
号

猟
銃
用
火
薬
類
等
輸
入
許
可
申
請
書

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色
猟
用

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬

火
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

銃
の
種
類
・
適
合
実
包

適
合
実
包

種
類

（
空
包
）

（
空
包
）

銃
の
所
持
許
可
証
（
登

録
証
）
の
番
号

輸
入

目
的

輸
入

先

製
造
年
月
日

年
月

日

陸
揚
予
定
期
日

年
月

日

陸
揚
予
定
地

貯
蔵
又
は
保
管
す
る
場

所消
費
又
は
譲
渡
の
予
定

年
月

日
か
ら

年
月

日
期
日
（
期
間
）

年
月

日
ま
で

備
考

１
申
請
人
は
、
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
、
空
包
の
欄
に
は
、
散
弾
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ

ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
こ
の
申
請
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
銃
の
所
持
許
可
証
（
登
録
証
）
を
提
示
す

る
こ
と
。
ま
た
、
輸
入
の
目
的
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
る
銃
猟
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
の
第
一
種
銃
猟
狩
猟
者
登
録
証
又

は
許
可
証
（
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
従
事
者
証
）
を
併

せ
て
提
示
す
る
こ
と
。

５
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
７
号
（
第
９
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

※
許
可
番
号

猟
銃
用
火
薬
類
等
輸
入
許
可
申
請
書

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色
猟
用

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬

火
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

銃
の
種
類
・
適
合
実
包

適
合
実
包

種
類

（
空
包
）

（
空
包
）

銃
の
所
持
許
可
証
（
登

録
証
）
の
番
号

輸
入

目
的

輸
入

先

製
造
年
月
日

年
月

日

陸
揚
予
定
期
日

年
月

日

陸
揚
予
定
地

貯
蔵
又
は
保
管
す
る
場

所消
費
又
は
譲
渡
の
予
定

年
月

日
か
ら

年
月

日
期
日
（
期
間
）

年
月

日
ま
で

備
考

１
申
請
人
は
、
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
欄
及
び
空
包
欄
に
は
、
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
猟
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は

そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ
ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

４
こ
の
申
請
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
銃
の
所
持
許
可
証
又
は
銃
の
登
録
証
を
提

示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
輸
入
目
的
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に
よ
る
銃
猟
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
の
第
一
種
銃
猟
狩
猟
者
登
録
証

又
は
許
可
証
（
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
従
事
者
証
）
を

併
せ
て
提
示
す
る
こ
と
。

５
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。



別
記
様
式
第
９
号
（
第
10
条
関
係
）

別
記
様
式
第
９
号
（
第
1
0
条
関
係
）

別
記
様
式
第
９
号
（
第
1
0
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

猟
銃
用
火
薬
類
等
輸
入
届

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬
猟
用
火
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

輸入
番

号
許可書

交
付
年
月
日

年
月

日

積
載

船
名

陸
揚

地

陸
揚

日
年

月
日

貯
蔵
又
は
保
管
す
る

場
所

備
考

１
届
出
人
は
、
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
欄
及
び
空
包
欄
に
は
、
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
猟
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は

そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ
ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

４
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
９
号
（
第
1
0
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

猟
銃
用
火
薬
類
等
輸
入
届

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

届
出
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬
猟
用
火
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

輸入
番

号
許可書

交
付
年
月
日

年
月

日

積
載

船
名

陸
揚

地

陸
揚

日
年

月
日

貯
蔵
又
は
保
管
す
る

場
所

備
考

１
届
出
人
は
、
※
印
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
届
出
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
、
空
包
の
欄
に
は
、
散
弾
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ

ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。



別
記
様
式
第
1
0
号
（
第
11
条
関
係
）

別
記
様
式
第
1
0
号
（
第
1
1
条
関
係
）

別
記
様
式
第
1
0
号
（
第
1
1
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

※
許
可
番
号

猟
銃
用
火
薬
類
等
消
費
許
可
申
請
書

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬

猟
用
火
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

銃
の
種
類
・
適
合
実
包

種
類

適
合
実
包
（
空
包
）

（
空
包
）

銃
の
許
可
証
、
練
習
資

格
認
定
証
又
は
銃
の
登

録
証
の
番
号

消
費

目
的

消
費

地

年
月

日
か
ら

消
費
期
日
（
期
間
）

年
月

日
年

月
日
ま
で

特
に
無
許
可
消
費
数
量

を
こ
え
て
消
費
す
る
理

由
及
び
危
険
予
防
の
方

法

備
考

１
申
請
人
は
、
※
印
の
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
欄
及
び
空
包
欄
に
は
、
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
猟
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は

そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ
ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
1
0
号
（
第
1
1
条
関
係
）

※
整
理
番
号

※
受
理
年
月
日

年
月

日

※
許
可
番
号

猟
銃
用
火
薬
類
等
消
費
許
可
申
請
書

年
月

日
公
安
委
員
会
殿

申
請
人
氏
名

○ 印

住
所

職
業

氏
名
（
年
齢
）

黒
色

火
種

類
実

包
空

包
銃
用
雷
管

無
煙
火
薬

猟
用
火
薬

薬
名

称

類
数

量
個

個
個

グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

銃
の
種
類
・
適
合
実
包

種
類

適
合
実
包
（
空
包
）

（
空
包
）

銃
の
許
可
証
、
練
習
資

格
認
定
証
又
は
銃
の
登

録
証
の
番
号

消
費

目
的

消
費

地

年
月

日
か
ら

消
費
期
日
（
期
間
）

年
月

日
年

月
日
ま
で

特
に
無
許
可
消
費
数
量

を
こ
え
て
消
費
す
る
理

由
及
び
危
険
予
防
の
方

法

備
考

１
申
請
人
は
、
※
印
の
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

２
申
請
人
は
、
氏
名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
実
包
、
空
包
の
欄
に
は
、
散
弾
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
番
径
、
ラ
イ
フ

ル
銃
用
又
は
け
ん
銃
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
消
費
地
欄
は
、
狩
猟
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
名
、
射
的
練
習
に
あ
つ
て
は
指
定



４
消
費
地
欄
は
、
狩
猟
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
名
、
射
的
練
習
に
あ
つ
て
は
指
定

射
撃
場
の
所
在
地
及
び
そ
の
名
称
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
消
費
地
を
で
き

る
だ
け
詳
し
く
記
載
す
る
こ
と
。

５
こ
の
申
請
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
銃
の
所
持
許
可
証
、
練
習
資
格
認
定
証
又

は
銃
の
登
録
証
を
提
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
消
費
目
的
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
銃
猟
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
の
第
一
種

銃
猟
狩
猟
者
登
録
証
又
は
許
可
証
（
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
従
事
者
証
）
を
併
せ
て
提
示
す
る
こ
と
。

６
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

射
撃
場
の
所
在
地
及
び
そ
の
名
称
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
消
費
地
を
で
き

る
だ
け
く
わ
し
く
記
載
す
る
こ
と
。

５
こ
の
申
請
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
銃
の
所
持
許
可
証
、
練
習
資
格
認
定
証
又

は
銃
の
登
録
証
を
提
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
消
費
の
目
的
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
銃
猟
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
の
第
一

種
銃
猟
狩
猟
者
登
録
証
又
は
許
可
証
（
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
従
事
者
証
）
を
併
せ
て
提
示
す
る
こ
と
。

６
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。


